
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年３月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２日 １４時２３分ごろ 

発生場所 大阪府阪南
はんなん

港西方沖 

阪南港北防波堤灯台から真方位２６２°１.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２８.４０′ 東経１３５°１９.１４′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、９.７トン 

   ＯＳ２－２１２９（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.３１ｍ（Lr）×４.０１ｍ×１.２５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成１５ 

   年８月１０日 

Ｂ プレジャーボート 未来
み ら い

、５トン未満 

   ２６０－１９６４２大阪、個人所有 

   ６.０１ｍ（Lr）×１.９２ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４４.１０kＷ、昭和６０年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年２月２８日 

    免許証交付日 平成２１年３月２日 

           （平成２７年２月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月２日 

    免許証交付日 平成２４年２月２１日 

           （平成２９年２月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口及び擦過傷、物入れに浸水 

Ｂ 左舷船尾部に擦過傷、プロペラ翼に曲損、機器類に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが、１人で乗り組み、操業を終え、操舵室において
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舵輪後方の椅子に腰を掛け、機関を全速力前進とし、９～１０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、２０ＭレンジとしたＧＰ

Ｓプロッターを作動させ、岸和田市岸和田漁港に向けて自動操舵によ

り東進していた。 

 船長Ａは、大阪府空港島東方沖に北東進中の１隻の船を目視で認め

たが、周囲に支障となる他船はいないと思い、異音が聞こえた機関室

に赴いて機関室内を点検したものの、異常が見付からず、約５分後、

操舵室に戻ろうと右舷側の機関室出入口から半身を乗り出したとこ

ろ、右舷船首の舷縁越しにＢ船が間近に接近していることを認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、船尾部のコントローラーの所に駆けつけ、右舵

一杯とし、機関を停止するとほぼ同時の平成２６年７月２日１４時２

３分ごろ、阪南港西方沖において、その船首部とＢ船の左舷後部とが

衝突した。 

 船長Ａは、転覆したＢ船の船尾部の舷側に上がった船長ＢをＡ船に

救助した後、海上保安庁及び所属する漁業協同組合に事故発生の通報

を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りを終え、操舵室の椅子に腰

を掛け、機関を全速力前進とし、約１７kn の速力で、ＧＰＳプロッタ

ーを作動させ、阪神港堺
さかい

泉北
せんぼく

区の係留地に向け、手動操舵により北

東進していた。 

 船長Ｂは、関西国際空港連絡橋の空港島寄りを通過した後、ふだん

船首目標としている約１０Ｍ先の煙突及びタンク群等が見えなかった

ので、右舷船首方に見える航路標識を目標とし、ＧＰＳプロッター上

の針路を確認しながら北東進を続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが左舷船首方間近に迫るＡ船を認めたが、その左舷

後部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、右舷側に転覆した船体の下に閉じ込められたものの、１

～２分後に海面上に出て、Ｂ船の船尾部の船体にはい上がり、Ａ船に

救助された。 

 船長Ｂは、右腕に擦過傷、左膝に打撲等を負い、後日、医師の診察

を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、波高 約０.５ｍ、海水温度 約２２℃ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、所属する漁業協同組合が取り決めた１５時の入港時刻に

間に合わせるため、急いでいたので、自動操舵とした状態で、機関室

に赴き、操舵室を無人の状態としていた。 

 Ａ船は、約５０kg の漁獲を得ていた。 

 Ａ船は、本事故後、機関等に故障等が見当たらなかった。 

 船長Ｂは、約１３年前からプレジャーボートに船長として乗り組
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み、月に約２回出航して釣りを楽しんでいた。 

 船長Ｂは、ふだん０６時ごろ出航し、１５時ごろ帰航することにし

ており、朝には、漁船が多いが、帰航する時間帯には、余り行き会う

ことはないと思っていた。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用しており、本事故時、救命胴衣が自動的

に膨張し、海面上に出るときに支障を感じた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪南港西方沖を東進中、船長Ａが、周囲に支障となる他船

はいないものと思い、操舵室を無人として機関室に赴き、見張りを行

っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに針路及び速力を保持して

航行を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、空港島東方沖の北東進中の１隻以外に航行している船を

認めなかったことから、周囲に航行の支障となる他船はいないと思っ

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、阪南港西方沖を北東進中、船長Ｂが、ＧＰＳプロッター上

の針路を見ることに意識を集中し、見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船に気付かずに針路及び速力を保持して航行を続け、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、ふだん船首目標としている煙突及びタンク群等が見えな

かった上に、経験から漁船と余り行き会うことはない時間帯であると

思っていたことから、ＧＰＳプロッター上の針路を確認することに意

識を集中していたものと考えられる。 

原因  本事故は、阪南港西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北東進

中、船長Ａが、周囲に支障となる他船はいないと思い、操舵室を無人

として機関室に赴き、また、船長Ｂが、ＧＰＳプロッター上の針路を

確認することに意識を集中し、共に見張りを行っていなかったため、

互いに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操舵室を無人としないこと。 

 ・操舵室を無人とする場合には、周囲の状況を確かめ、機関を停止

させ、対水速力を有しない状態とすること。 

 ・ＧＰＳプロッターの画面のみに気を取られることなく、目視によ

る適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


